
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 定 訪 問 介 護・ 

指定第１号訪問事業 

利 用 契 約 

重 要 事 項 説 明 書 

 



1 

町田中町-SJ20260601 

GTL ケアサービス 

指定訪問介護・指定第１号訪問事業 利用契約 重要事項説明書 

 

この「重要事項説明書」は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)」第８条、GTL ケアサービスの所在市または

関係市町村の「介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」等に基づき、GTL ケアサ

ービス 指定訪問介護・指定第１号訪問事業（以下「訪問介護サービス等」といいま

す）の利用契約（以下「利用契約」といいます）の締結に際して、事業者が予め説明

しなければならない内容を記したものです。 

事業者、事業所の概要や提供される訪問介護サービス等の内容・利用料等、契約上

ご注意いただきたいことを本書をもって説明します。不明点等がございましたら、ご

遠慮なくお申し出下さい。 

 

１ 訪問介護サービス等を提供する事業者について 

事業者名称 グッドタイムリビング株式会社 

代表者氏名 代表取締役社長 河合 淳 

所在地 
本社所在地 

東京都中央区八丁堀３丁目４番８号 

RBM 京橋ビル 

本店所在地 東京都千代田区丸の内１丁目９番１号 

TEL・FAX 
TEL：03-6845-8020（本社） 

FAX：03-6845-8015（本社） 

事業者設立 

年月日 
2005 年４月１日 

 

２ お客様への訪問介護サービス等の提供を担当する事業所について 

事業所内容 
・別紙１「訪問介護サービス等の提供を担当する事業所につい

て」に記載のとおりです。 
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３ 訪問介護サービス等の内容 

サービスの区分と種類 訪問介護サービス等の内容 

訪問介護計画等の作成 

・お客様の指定居宅介護支援事業者およびお客様に係る地

域包括支援センター等（総称して以下「居宅介護支援事

業者等」といいます）が作成した居宅サービス計画また

は介護予防ケアマネジメント（以下「居宅サービス計画

等」といいます）に基づき、具体的なサービス内容を定

めた訪問介護計画または第１号訪問事業計画(総称して

以下「訪問介護計画等」といいます)を作成します。 

身
体
介
護 

食事介助 ・食事摂取に必要な準備、介助、後片付けまでを行います。 

入浴介助 ・入浴のための準備、介助、後片付けまでを行います。 

排泄介助 
・排泄のための準備、介助・オムツ交換等、後片付けまで

を行います。 

清拭 
・入浴できない方へ手浴、足浴、身体を拭く等の準備、介

助、後片付けまでを行います。 

身体整容 
・歯磨き、洗顔、髪をとかす、髭を剃る等の身だしなみを

整えるための準備、介助、後片付けまでを行います。 

体位交換 
・１人では寝返りが打てない方のために身体の向きを換え

る介助を行います。 

移動・移乗介助 
・１人では室内の移動、車いすへの移乗が出来ない方のた

めに介助を行います。 

外出介助 
・１人で外出に支障がある方の日常的な買い物・通院等の

介助を行います。 

自立支援のため 

の見守り的援助 

・次のようなサービスを行います。 

① お客様と一緒に手助けしながら調理を行います。 

② 入浴・更衣等の見守りを行います。 

③ お客様が自ら品物を選べるように援助します。 

④ 洗濯物を一緒にたたんだり、干したりします。 

⑤ ベッド等の出入り時等に声かけを行います。 

⑥ 移動時に側について歩きます。 
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生
活
援
助 

買い物 
・外出に支障がある方に代わり、日常生活に必要な生活用

品および食材等の買い物をいたします。 

調理 
・食事の準備に支障がある方に代わり、調理および下準備

等を行います。 

掃除 
・掃除動作に支障がある方に代わり、お客様が使用される

居室等の掃除を行います。 

洗濯 
・洗濯についての一連の行為に支障がある方に代わり、洗

い、干し、取り込み、整理等を行います。 

その他 ・シーツ交換、衣類の補修・整理等を行います。 

 

４ 訪問介護サービス等の利用料・その他費用について 

利用料・ 

その他の費用 

・訪問介護サービス等の利用にかかる料金（以下「利用料」

といいます）およびその他費用は、別紙２「料金表」に記

載のとおりです。 

 

５ 利用料、その他の費用の変更について 

利用料の変更 

・事業者は、厚生労働省が定める介護保険法上の指定訪問

介護事業または関係市町村が定める指定第１号訪問事業

における介護報酬単価および GTL ケアサービスの所在

市の地域区分基準等、介護保険給付の基準が変更される

場合には、それに応じて訪問介護サービス等の利用料を

変更するものとします。その場合には、事業者は、お客様

に対して、あらかじめ説明をし、同意を得るものとしま

す。 

その他の費用の変更 

・事業者は、消費者物価指数や人件費等を勘案し、事業の

安定的継続の観点から、訪問介護サービス等の利用にか

かるその他費用を改定できるものとします。その場合に

は、事業者は、お客様に対して、改定を行う１ヵ月前まで

に書面で通知します。 

※ お客様は上記変更に同意できない場合には、文書で事業者に通知することにより、

直ちに利用契約を解約することができます。 
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６ 利用料、その他の費用の請求および支払い方法について 

利用料、 

その他の費用の請求 

・利用料、その他の費用は訪問介護サービス等の提供ごと

に計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたしま

す。 

・請求書は、ご利用明細を添えて利用月の翌月 20 日まで

にお客様にお届けします。 

利用料、 

その他の費用の支払い 

・請求月の 26 日(同日が金融機関の休業日の場合はその翌

営業日)に、お客様の指定金融機関口座からの自動振替に

よる方法によりお支払いいただきます。 

・事業者にてお客様のお支払いを確認でき次第、領収書を

お渡ししますので、適切に保管をお願いします。 

 

７ 担当する訪問介護員の変更をご希望される場合の相談窓口について 

お客様のご事情によ

り、担当する訪問介護

員の変更をご希望され

る場合の相談窓口 

・別紙３（1）「担当する訪問介護員の変更をご希望される

場合の相談窓口」に記載のとおりです。 

※ 担当する訪問介護員の変更に関しましては、お客様のご希望を尊重して調整を行

いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますこと

を予めご了承ください。 

 

８ 秘密の保持と個人情報の保護について 

① お客様およびご家

族に関する秘密の保持

について 

・事業者および事業者の従業者は、訪問介護サービス等を

提供するうえで知り得たお客様ならびにお客様のご家

族に関する秘密について、正当な理由なく第三者（ただ

し、事業者の関係会社またはグループ会社の役職員は除

きます）に漏らしません。この秘密保持義務は利用契約

終了後も同様です。なお、事業者の従業者においては、

在職中に限らず、出向・転籍・退職後においても同様と

します。 
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② 個人情報の保護に

ついて 

・事業者は、別途締結する利用契約書の別紙「GTL ケアサ

ービス訪問介護・訪問型サービス（第１号訪問事業）利

用契約における個人情報の使用について」の定めに従

い、必要最小限の範囲内でお客様およびお客様のご家族

の個人情報を使用します。 

・事業者は、お客様およびお客様のご家族に関する個人情

報が含まれる記録物（磁気媒体情報及び伝送情報を含

む）について、善良な管理者の注意をもって管理し、ま

た処分する際にも第三者への漏洩を防止するものとし

ます。 

 

９ 訪問介護サービス等に関する諸記録について 

訪問介護サービス等

に関する諸記録につ

いて 

・事業者は、訪問介護サービス等実施記録（提供したサー

ビスの内容、提供者の氏名、提供日時、お客様の状態等）

を作成し、お客様およびお客様のご家族の必要に応じて

内容を説明します。なお、事業者は、訪問介護サービス等

の提供記録をつけることとし、訪問介護サービス等の提

供が終了した日から５年間保管するものとします。 

・お客様は、訪問介護サービス等の提供記録の閲覧および

複写物の交付を請求することができます。但し、コピー

代は別紙２「料金表」に記載のとおりお客様の実費負担

となります。 

 

１０ 緊急時の対応方法について 

訪問介護サービス等の提供を行っているときにお客様に病状の急変、その他緊急

事態が生じたときは、すみやかにお客様の主治医に連絡する等の措置を講ずるとと

もに、お客様のご家族に報告します。また、お客様の主治医への連絡が困難な場合

は、緊急搬送等の必要な措置を講ずることととします。 
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１１ 事故発生時の対応方法について 

事故発生時の対応方法 

・お客様に対する訪問介護サービス等の提供により事故が

発生した場合は、事故の発生または再発防止に向けた指

針に基づき、すみやかに関係市区町村およびお客様のご

家族、利用者にかかわる居宅介護支援事業者等に連絡を

行うとともに、必要な措置を講じます。 

・お客様に対する訪問介護サービス等の提供にともなっ

て、事業者の責めに帰すべき事由によりお客様に損害を

及ぼした場合には、その責任の範囲内において、お客様

に対してその損害を賠償します。 

 

１２ 虐待の防止について 

 (１) 事業者は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講

ずることとします。 

① 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、

その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

② 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

③ 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施す

ること。 

④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 (２) 万が一、虐待等が発生した場合、事業所は、事実確認、原因究明および再発

防止策の検討・実施ならびにこれらにかかる関係者への報告等（行政等への報

告を含む）の必要な対策を社内規則に従い速やかに実施します。 

 

１３ 従業者の研修について 

事業者は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとしま

す。また、業務の執行体制についても検証、整備します。 

採用時研修 採用後１ヵ月以内 

継続研修 年２回 

その他 年間計画に基づく研修の実施 
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１４ 訪問介護サービス等の提供に関する苦情、相談について 

訪問介護サービス等の 

苦情・相談窓口 

・別紙３（2）「訪問介護サービス等の苦情・相談窓口」に

記載のとおりです。 

苦情、相談の処理体制

および手順 

① 苦情または相談があった場合、お客様の状況を詳細に

把握するよう必要に応じ、状況の聞き取りのための訪

問等を実施し、事実の確認を行います。 

② 聞き取り等による情報収集を行う場合には、お客様の

立場を考慮しながら、担当者に事実関係の特定を慎重

に行います。 

③ 対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整

を行うとともに、お客様へは必ず対応方法を含めた結

果報告を行います（時間を要する内容も、その旨を翌日

までに連絡する）。 

④ 担当ケアマネジャーにあてて、苦情内容の事実報告を

迅速に行うとともに、共同でその対応を行います。な

お、苦情内容については、サービス担当者会議等での報

告を行い、再発防止の対応方針を協議します。 

その他 

・事業所において、処理し得ない内容についても、行政窓

口等関係機関との協力により適切な対応方法をお客様

の立場にたって検討し、対処します。 

  



8 

町田中町-SJ20260601 

訪問介護サービス等の提供開始にあたり、お客様に対して本書面に基づいて重要事

項の説明を行いました。 

 

重要事項説明の年月日 

説明年月日 （西暦）     年    月    日 

 

 

  重要事項について文書を交付し、説明しました。 

説

明

者 

所 在 地 東京都町田市中町一丁目 21 番 20 号 

法 人 名 グッドタイムリビング株式会社 

事 業 所 名 GTL ケアサービス 町田中町 

説明者氏名  

 

 

重要事項説明書について説明を受け、その内容に同意し、交付を受けました。 

お

客

様 

 

氏 名   

※原則ご本人の自署 

 

 

（代筆者） 続柄 

※お客様ご本人による署名が困難な場合、代筆者は「お客様の氏名」および 

「代筆者の氏名」、「続柄」をご記入ください。 

 

 

※代理権を持つ法定代理人や任意後見人等が、お客様ご本人に代わって説明を受けた場合 

代

理

人 

 

氏 名 

 

 

 

※電子的手段（電子署名を含む）により締結される場合、上記署名欄は使用いたし

ません。 
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2026 年６月１日現在 

別紙１ 

訪問介護サービス等の提供を担当する事業所について 

 

(１) 事業所の所在地等 

事業所名称 GTL ケアサービス 町田中町 

介護保険 

指定事業所番号 

訪問介護 
東京都指定 

(指定事業所番号：1373206190) 

国基準型および市基準型 

第１号訪問事業 

町田市指定 

(指定事業所番号：13A3200246) 

管理者氏名 管理者 田中 史香 

事業所所在地 東京都町田市中町一丁目 21 番 20 号 

TEL・FAX 
TEL：042-723-3362 

FAX：042-723-3363 

事業所の通常の 

事業実施地域 
町田市 

 

(２) 事業の目的および運営方針 

事業の目的 

・ 訪問介護サービス等の事業の適正な運営を確保するために

必要な人員および運営管理に関する事項を定め、要介護（支

援）状態にあるお客様または事業対象者に対し、訪問介護サ

ービス等の円滑な運営管理を図るとともに、お客様の意思な

らびに人格を尊重し、お客様の立場に立った適切な訪問介護

サービス等の提供を確保することを目的とします。 

運営方針 

・ お客様が要介護（支援）状態になった場合においても、要介

護（支援）および事業対象者状態の維持または改善を図り、

その有する能力に応じ自立した日常生活が営めるよう、入

浴・排泄・食事の介護その他全般にわたる、適切な訪問介護

サービス等が総合的かつ効率的に提供されるように配慮す

るものとします。 

・ 関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体

との綿密な連携を図るものとします。 

 



10 

町田中町-SJ20260601 

(３) 訪問介護サービス等の提供可能な日と時間帯 

営業日 年中無休 

営業時間 ０：00～23：59 

 

(４) 事業所の窓口の営業日および営業時間 

営業日 年中無休 

営業時間 
９：00～18：00 

（ただし、電話等により 24 時間常時連絡が可能な体制とします。） 

 

(５) 事業所の職員体制 

職種 職務内容 人員数 

管理者 

・従業者の管理および業務の管理を一

元的に行います。 

・従業者に、法令等の規定を遵守させ

るため必要な指揮命令を行います。 

１名 

（常勤職員） 

サービス提供 

責任者 

・お客様の訪問介護計画等の作成およ

び交付を行います。 

・訪問介護サービス等の利用の申込み

にかかる調整を行います。 

・サービス担当者会議への出席等によ

り、お客様の居宅介護支援事業者等

との連携を図ります。 

・訪問介護員に対する研修・技術指導

等を行うものとします。 

・訪問介護員に対し、援助内容の指示・

情報の伝達を行います。 

・訪問介護サービス等の提供に伴う業

務管理等を行います。 

・自らも訪問介護サービス等の提供に

あたるものとします。 

1 名以上※ 

(1 名以上の常勤職員を

含む。訪問介護員を兼

務する者を含む。) 

※利用者の数（前３ヵ

月の平均値）が 40 人ま

たはその端数を増すご

とに１名配置します。 
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訪問介護員 

・訪問介護計画等で定めた内容のサー

ビスを提供します。 

・お客様の心身の状況等について、サ

ービス提供責任者へ報告します。ま

た、情報伝達を受けます。 

・サービス提供責任者から研修や技術

指導を受けます。 

（常勤換算で）2.5 名以

上※ 

※指定訪問介護事業所

の人員に関する基準

（常勤換算方法で 2.5 名

以上）に従い訪問介護

サービス等の提供状況

により、増員します。 

 

(６) 訪問介護サービス等の提供記録の保管期間 

保管期間 ５年間 

 

(７) 第三者による評価の実施状況 

第三者による評価

の実施状況 

１ あり 実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり  ２ なし 

２ なし 
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別紙２ 

料金表 

(１) 訪問介護の利用料 

 ア 基本利用料 

利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として

基本利用料に対して介護保険負担割合証に記載の割合（１～３割）に応じた額で

す。 

ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。 

 

※ 地域区分別１単位当たりの単価 11.12 円（２級地） 

区分 1 回当たりの所要時間 基本利用料 
利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

身
体
介
護 

20 分未満 1,812 円 182 円 363 円 544 円 

20 分以上 30 分未満 2,713 円 272 円 543 円 814 円 

30 分以上 1 時間未満 4,303 円 431 円 861 円 1,291 円 

1 時間以上 1 時間 30 分未満 6,305 円 631 円 1,261 円 1,892 円 

1 時間 30 分以上（30 分増す

ごとに加算） 

911 円 

を加算 

92 円 

を加算 

183 円 

を加算 

274 円 

を加算 

生活

援助 

20 分以上 45 分未満 1,990 円 199 円 398 円 597 円 

45 分以上 2,446 円 245 円 490 円 734 円 

※ 利用者の心身の状況等により、１人の訪問介護員によるサービス提供が困難であ

ると認められる場合で、利用者の同意を得て、２人の訪問介護員によるサービス提供

を行った場合、基本利用料の２倍の料金となります。 

※ １回当たりの所要時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、訪問介護計

画に明示された標準の所要時間によるものとします。 
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 イ 加算、減算 

要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算または減算されます。 

算定基準に適合したサービスの実施による加算 

 

※ 地域区分別１単位当たりの単価 11.12 円（２級地） 

加算の種類 要件 利用料 
利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

夜間・早朝加算 夜間（18 時～22 時）、早

朝（6 時～8 時）にサービ

スを提供した場合 

1 回につき 

基本利用料の 25％ 

深夜加算 深夜（22 時～翌朝 6 時）

にサービスを提供した場

合 

1 回につき 

基本利用料の 50％ 

緊急時訪問介護

加算 

利用者や家族等からの要

請を受け、緊急に身体介

護サービスを行った場合 

1 回につき 

1,112 円 
112 円 223 円 334 円 

初回加算 新規に訪問介護計画を作

成した利用者に、サービ

ス提供責任者が自ら訪問

介護を行うか他の訪問介

護員に同行した場合 

1 月につき 

2,224 円 
223 円 445 円 668 円 

口腔連携強化加

算 

事業所の従業者が、口腔

の健康状態の評価を実施

した場合において、歯科

医療機関及び介護支援専

門員に対し、当該評価の

結果を情報提供した場合 

1 月に 1 回

に限り 

556 円 

56 円 112 円 167 円 

特定事業所加算

Ⅱ 

加算の体制要件、人材要

件を満たす場合 

１月につき 

基本利用料の１０％ 

介護職員等処遇

改善加算 

(Ⅰ)ロ 

介護職員等の処遇改善に

係る取組を行っている事

業所において、算定要件

を満たす場合 

 

１月につき 

利用総単位数の２８．７％ 
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事業所と同一建

物等に居住する

利用者へのサー

ビス提供減算 

事業所と同一敷地内又は

隣接する敷地内に所存す

る建物に居住する者 

基本料金の９０％ 

事業所と同一敷地内又は

隣接する敷地内に所存す

る建物に居住する利用者

の人数が 1月あたり 50人

以上の場合 

基本料金の８５％ 

同一建物の利用者20人以

上にサービスを行う場合 

基本料金の９０％ 

正当な理由なく、前 6 月

間に提供したサービスの

提供総数のうち、事業所

と同一建物敷地内又は隣

接する敷地内に所在する

建物に居住する者に提供

されたものの占める割合

が 100 分の 90 以上であ

る場合 

基本料金の８８％ 

※ お客様の身体的理由により１人の訪問介護員による介護が困難と認められる場

合等、やむを得ない事情で、かつ、お客様の同意を得て２人で訪問した場合は、２

人分の料金（200/100）となります。 

※ 訪問介護サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準に

よるものとし、法定代理受領の場合は上記金額の１割、２割または３割となります。

（ただし、経過措置、お客様負担の減免、公費負担がある場合等は、その負担額に

よります。） 

 

＜提供時間による加算割合は下記の通り＞ 

提供時間帯 早 朝 夜 間 深 夜 

時間帯 ６：00～８：00 18:00～22：00 22：00～翌朝６：00 

加算割合 25% 25% 50% 
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(２) 指定第 1号訪問事業 

国基準型訪問サービス利用料 （月額） 

項目 
利用 

回数 
単位数 

サービス 

利用料金 

利用料 

１割 ２割 ３割 

（国）訪問型サービス費（Ⅰ） 
週１回 

程度 
1,176 13,077 円 1,308 円 2,616 円 3,924 円 

（国）訪問型サービス費（Ⅱ） 
週２回 

程度 
2,349 26,120 円 2,612 円 5,224 円 7,836 円 

（国）訪問型サービス費（Ⅲ） 
週２回 

以上 
3,727 41,444 円 4,145 円 8,289 円 12,434 円 

 

加算、減算 

加算の種類 要件 利用料 
利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

初回加算 新規に訪問介護計画を作

成した利用者に、訪問介

護サービス等を行った場

合 

1 月につき 

2,224 円 
223 円 445 円 668 円 

口腔連携強化加

算 

事業所の従業者が、口腔

の健康状態の評価を実施

した場合において、歯科

医療機関及び介護支援専

門員に対し、当該評価の

結果を情報提供した場合 

1 月に 1 回

に限り 

556 円 

56 円 112 円 167 円 

介護職員等処遇

改善加算 

(Ⅰ)ロ 

介護職員等の処遇改善に

係る取組を行っている事

業所において、算定要件

を満たす場合 

１月につき 

利用総単位数の２８．７％ 
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事業所と同一建

物等に居住する

利用者へのサー

ビス提供減算 

事業所と同一敷地内又は

隣接する敷地内に所存す

る建物に居住する者 

基本料金の９０％ 

事業所と同一敷地内又は

隣接する敷地内に所存す

る建物に居住する利用者

の人数が1月あたり50人

以上の場合 

基本料金の８５％ 

同一建物の利用者 20 人

以上にサービスを行う場

合 

基本料金の９０％ 

正当な理由なく、前 6 月

間に提供したサービスの

提供総数のうち、事業所

と同一建物敷地内又は隣

接する敷地内に所在する

建物に居住する者に提供

されたものの占める割合

が 100 分の 90 以上であ

る場合 

基本料金の８８％ 

※ 国基準型訪問サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める

基準によるものとし、当該介護予防訪問介護サービスが法定代理受領サービスで

あるときは、原則としてかかった費用の１割、２割または３割が利用料となりま

す。 

※ 原則として、月途中からのサービス開始又は終了の場合は、日割り計算を行い

ます。また、月途中に要介護から要支援になった場合、支援から要介護に変更と

なった場合、同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合は、日割り

計算を行います。 
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市基準型訪問サービス利用料 （月額） 

項目 
利用 

回数 
単位数 

サービス 

利用料金 

利用料 

１割 ２割 ３割 

（市）訪問型サービス費 

（一体型）（Ⅰ） 

週１回 

程度 
990 11,008 円 1,101 円 2,202 円 3,303 円 

（市）訪問型サービス費 

（一体型）（Ⅱ） 

週２回 

程度 
1,977 21,984 円 2,199 円 4,397 円 6,596 円 

（市）訪問型サービス費 

（一体型）（Ⅲ） 

週２回 

以上 
3,138 34,894 円 3,490 円 6,979 円 10,469 円 

 

加算、減算 

加算の種類 要件 利用料 
利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

初回加算 新規に訪問介護計画を作

成した利用者に、訪問介

護サービス等を行った場

合 

1 月につき 

2,224 円 
223 円 445 円 668 円 

介護職員等処遇

改善加算 

(Ⅰ)ロ 

介護職員等の処遇改善に

係る取組を行っている事

業所において、算定要件

を満たす場合 

１月につき 

利用総単位数の２８．７％ 

事業所と同一建

物等に居住する

利用者へのサー

ビス提供減算 

事業所と同一敷地内又は

隣接する敷地内に所存す

る建物に居住する者 

基本料金の９０％ 

事業所と同一敷地内又は

隣接する敷地内に所存す

る建物に居住する利用者

の人数が1月あたり50人

以上の場合 

基本料金の８５％ 

同一建物の利用者 20 人

以上にサービスを行う場

合 

基本料金の９０％ 
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 正当な理由なく、前 6 月

間に提供したサービスの

提供総数のうち、事業所

と同一建物敷地内又は隣

接する敷地内に所在する

建物に居住する者に提供

されたものの占める割合

が 100 分の 90 以上であ

る場合 

基本料金の８８％ 

※ 市基準型訪問サービスを提供した場合の利用料の額は、町田市が定める基準に

よるものとし、当該訪問サービスが法定代理受領サービスであるときは、原則と

してかかった費用の１割、２割または３割が利用料となります。 

※ 原則として、月途中からのサービス開始又は終了の場合は、日割り計算を行い

ます。また、月途中に要介護から要支援になった場合、 支援から要介護に変更

となった場合、同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合は、日割

り計算を行います。 

 

(３) その他の費用について 

① 交通費 

・別紙１(1)記載の事業所の通常の事業実施地域（以下「通常

の事業実施地域」といいます）の場合は、お客様の居宅への

訪問は無料となります。ただし、通常の事業実施地域を超え

る地域に訪問する必要がある場合には、その交通費（実費）

の支払いが必要になります。 

なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とします。 

通常の事業実施地域を超えた地点

からの距離 
交通費 

片道 20 キロメートル未満 １km 毎に 25 円 

片道 20 キロメートル以上 １km 毎に 35 円 
 

② 通院・外出介助時

等における訪問介

護員の交通費 

・実施地域にかかわらず、お客様の実費負担となります。 
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③ キャンセル料 

・指定訪問介護事業の利用をキャンセルする場合、キャンセル

通知の時間によりキャンセル料を請求させていただきます。 

24 時間前までのご連絡 キャンセル料は不要です。 

12 時間～24 時間の間での

ご連絡の場合 

１提供あたりの料金の50％を請

求いたします。 

12 時間前までにご連絡の

ない場合 

１提供あたりの料金の 100％を

請求いたします。 

・指定第１号訪問事業の利用をキャンセルする場合には、キャ

ンセル料は必要ありませんが、キャンセルをされる場合には

サービス提供の 24 時間前までにご通知をください。 

④  訪問介護サービ

ス等の提供にあた

り必要となるお客

様の居宅で使用す

る電気、ガス、水道

の費用 

・お客様の別途負担となります。 

⑤ コピー代 

・お客様は事業所にて保管している訪問介護サービス等の提

供記録の閲覧および複写物の交付を請求することができま

す。但し、コピー代はお客様の実費負担となります。 

（１枚あたり金 10 円となります。） 
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別紙３ 

相談窓口一覧 

 

(１) 担当する訪問介護員の変更をご希望される場合の相談窓口 

お客様のご事情により、担当の訪

問介護員の変更を希望される場合

は、右のご相談担当者までご相談

ください。 

相談担当者：管理者 

TEL：042-723-3362／FAX：042-723-3363 

受付日および受付時間 

年中無休 ９：00～18：00 

※ 担当の訪問介護員の変更に関しましては、お客様のご希望を尊重して調整を行い

ますが、事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予

めご了承ください。 

 

(２) 訪問介護サービス等の苦情・相談窓口 

【事業所の窓口】 

グッドタイムリビング株式会社 

GTL ケアサービス 

町田中町 

【苦情受付担当者および苦情解決責任者】 

苦情受付担当者：サービス提供責任者 

苦情解決責任者：管理者 

所在地：東京都町田市中町一丁目 21 番 20 号 

TEL：042-723-3362 

FAX：042-723-3363 

受付時間：年中無休 ９：00～18：00 

【法人の窓口】 

グッドタイムリビング株式会社 

お客様相談センター 

所在地：東京都中央区八丁堀３丁目４番８号 

RBM 京橋ビル 

TEL：0120-323-084 

受付時間：平日 ９：00～18：00 

【市区町村の窓口】 

町田市 いきいき生活部 

介護保険課 給付係 

所在地：東京都町田市森野二丁目２－22 

TEL：042-724-4366 

FAX：050-3101-6664 

受付時間：平日 ８：30～17：05 

【公的団体の窓口】 

東京都国民健康保険団体連合会 

所在地：東京都千代田区飯田橋三丁目５番１号 

東京区政会館 

介護福祉部介護相談指導課 

介護相談窓口担当（10 階） 

TEL：03-6238-0177 

受付時間：平日 ９：00～17：00 
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【保険者の窓口】 

【町田市の被保険者】 

【市区町村の窓口】と同じ 

【町田市以外の被保険者】 

   別途、ご案内の通り 

 

 

 

 


